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�愛媛県告示第６４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 初動捜査支援システムの購入……………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…４４３

人事委員会規則

○ 愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則………………（人事委員会事務局）…４４４

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

社会医療法人石
川記念会ＨＩＴ
Ｏ病院

社会医療法人石
川記念会

四国中央市上分町７８８番
地１

平成２５年
４月１日

三島中央薬局 愛ファーマシー
株式会社

四国中央市三島中央五丁
目９－４８

平成２５年
５月１日

田之浜あじき医
院

医療法人あじき
医院

西予市明浜町田之浜甲１１
０８番地第３

平成２５年
５月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

松永耳鼻咽喉科
医院

医療法人松永耳
鼻咽喉科医院 西条市大町１３６５番地 平成２３年

５月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４７４号 平成２５年５月３１日

平成２５年５月３１日金曜日 第２４７４号

愛 媛 県 報

４３４
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�愛媛県告示第６４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関の所在地名が、次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

樋口内科下泊診療所 樋 口 敏 西予市三瓶町下泊２７０７番地 西予市三瓶町下泊７８５番地１ 平成２５年４月１日

介 護 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

特別養護老人ホーム自在園 社会福祉法人御荘福祉施設協
会 南宇和郡愛南町御荘平城５２７２ 南宇和郡愛南町満倉２３０１番地

１ 平成２５年４月１日

社会医療法人石
川記念会石川病
院

社会医療法人石
川記念会

四国中央市上分町７３２－
１

平成２５年
３月３１日

西予市国民健康
保険田之浜診療
所

西 予 市 西予市明浜町田之浜甲１１
０８番地第３

平成２５年
３月３１日

西予市国民健康
保険高山診療所 西 予 市 西予市明浜町高山３６５６番

地
平成２５年
３月３１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

松永耳鼻咽喉科
医院 松 永 喜 久 西条市大町１３６５ 平成２３年

４月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社クオリア 伊予郡松前町大字北黒田６７９
番地１ セルフ－クリエイトくるみ 伊予郡松前町大字北黒田６７９

番地１ 平成２５年４月１日

有限会社武吉 今治市横田町一丁目６番３号 武吉ホームヘルプサービス西
条 西条市大町１０１３－５ 平成２５年４月１８日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 ヘルパーステーションあった
か

伊予郡砥部町高尾田１１７１番地
２ 平成２５年５月１日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 ライフリハデイサービスあっ
たか

伊予郡砥部町高尾田１１７１番地
２ 平成２５年５月１日

株式会社みずき 宇和島市吉田町深浦２番耕地
５５０番地７ ヘルパーステーションみずき 宇和島市川内甲９５７番地４ 平成２５年５月１日

株式会社夢と希望の会 大洲市新谷甲３１８番地 デイサービス新谷の家 大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４３５
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�愛媛県告示第６４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（地域包括支援センター）を次のように指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社だんだん 西予市野村町野村１２号５３２番
地 グループホームつるかめ 西予市野村町野村２号１０９番

地１ 平成２５年５月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人補天会 今治市米屋町３－１－１５ 光生園 今治市大西町九王６２２番地１ 平成２５年３月１日

医療法人弘仁会 西条市三津屋南９番１０ ケアプランセンター共立病院 西条市三津屋南９番１０ 平成２５年５月１日

株式会社夢と希望の会 大洲市新谷甲３１８番地 居宅介護支援事業所夢と希望 大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社クオリア 伊予郡松前町大字北黒田６７９
番地１ セルフ－クリエイトくるみ 伊予郡松前町大字北黒田６７９

番地１ 平成２５年４月１日

有限会社武吉 今治市横田町一丁目６番３号 武吉ホームヘルプサービス西
条 西条市大町１０１３－５ 平成２５年４月１８日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 ヘルパーステーションあった
か

伊予郡砥部町高尾田１１７１番地
２ 平成２５年５月１日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 ライフリハデイサービスあっ
たか

伊予郡砥部町高尾田１１７１番地
２ 平成２５年５月１日

株式会社みずき 宇和島市吉田町深浦２番耕地
５５０番地７ ヘルパーステーションみずき 宇和島市川内甲９５７番地４ 平成２５年５月１日

株式会社夢と希望の会 大洲市新谷甲３１８番地 デイサービス新谷の家 大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日

株式会社だんだん 西予市野村町野村１２号５３２番
地 グループホームつるかめ 西予市野村町野村２号１０９番

地１ 平成２５年５月１日

介 護 機 関 （ 地 域
包 括 支 援 セ ン タ ー ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５番地５ 今治市地域包括支援センター
美須賀・立花 今治市黄金町二丁目２番地５ 平成２５年４月１日

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４３６
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�愛媛県告示第６５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称が次のように変更

された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

今治市地域包括支援センター
北郷・大西・菊間

今治市大西町宮脇甲５０１番地
２ 平成２５年４月１日

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川 今治市玉川町大野甲８６番地１ 平成２５年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人喜多医師会

大洲市徳森字小鳥越２６３２番地
３

喜多医師会訪問看護ステーシ
ョン 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２５年４月１日

（変更前）
社団法人喜多医師会

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人御荘福祉施設協
会

南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

指定短期入所生活介護事業所
自在園

（変更後）
南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

平成２５年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町御荘平城５２７２

社会福祉法人御荘福祉施設協
会

南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１ デイサービスセンター自在

（変更後）
南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

平成２５年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町御荘平城５２７２

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人喜多医師会

大洲市徳森字小鳥越２６３２番地
３

喜多医師会指定居宅介護支援
事業所 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２５年４月１日

（変更前）
社団法人喜多医師会

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４３７
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�愛媛県告示第６５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人隆典会 今治市別名２７４

（変更後）
居宅介護支援事業所シルビウ
ス

今治市別名２６７番地１ 平成２５年４月１日
（変更前）
今治市在宅介護支援センター
シルビウス

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人御荘福祉施設協
会

南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

指定居宅介護支援事業所自在
園

（変更後）
南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

平成２５年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町御荘平城５２７２

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人喜多医師会

大洲市徳森字小鳥越２６３２番地
３

喜多医師会訪問看護ステーシ
ョン 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２５年４月１日

（変更前）
社団法人喜多医師会

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人御荘福祉施設協
会

南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

指定短期入所生活介護事業所
自在園

（変更後）
南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

平成２５年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町御荘平城５２７２

社会福祉法人御荘福祉施設協
会

南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１ デイサービスセンター自在

（変更後）
南宇和郡愛南町満倉２３０１番地
１

平成２５年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町御荘平城５２７２

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４３８



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第６６２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部商工観光室並びに西

条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリ西条朔日市店

西条市朔日市字兵衛田３２２番 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ナチュラル株式会社

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（地域包括支援センター）から、介護予防支援事

業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 デイサービスセンター砥部オ
レンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７ 平成２５年３月３１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目４３
４番地１

西予市国民健康保険高山診療
所 西予市明浜町高山甲３６５６番地 平成２５年３月３１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目４３
４番地１

西予市国民健康保険田之浜診
療所

西予市明浜町田之浜甲１１０８番
地第３ 平成２５年３月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 デイサービスセンター砥部オ
レンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７ 平成２５年３月３１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目４３
４番地１

西予市国民健康保険高山診療
所 西予市明浜町高山甲３６５６番地 平成２５年３月３１日

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目４３
４番地１

西予市国民健康保険田之浜診
療所

西予市明浜町田之浜甲１１０８番
地第３ 平成２５年３月３１日

介 護 機 関 （ 地 域
包 括 支 援 セ ン タ ー ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る介護予防支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

今治市 今治市別宮町一丁目４番地１ 指定介護予防支援事業所今治
市中央地域包括支援センター 今治市別宮町一丁目４番地１ 平成２５年３月３１日

今治市 今治市別宮町一丁目４番地１ 指定介護予防支援事業所今治
市玉川地域包括支援センター 今治市玉川町三反地甲１０－１ 平成２５年３月３１日

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４３９
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� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ナチュラル株式会社

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年１月１５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４３１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５０台

イ 駐輪場の収容台数

３０台

ウ 荷さばき施設の面積

４０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１０．２８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２５年５月１４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に

供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６６４号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２５年度の事業計画及び調査成果のシステム化の実施のための

同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６６３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告

示の日から１月間縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

今 治 市 常盤町、南日吉
町、中日吉町、北
日吉町、宮下町の
一部
別宮町、石井町の
一部

平成２６年３月３１日まで

〃

地籍調査

〃 （概況調
査）

宇 和 島 市 下畑地の一部
大浦の一部
下畑地の一部

平成２６年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃

数値情報化

大浦の一部
本九島、蛤、百之
浦

〃
〃

〃
〃

新 居 浜 市 瓜生野の一部
河之北の一部
治良丸、旦の上の
一部
旦の上、大上院の
一部

平成２６年３月３１日まで
〃
〃

〃

地籍調査
〃
〃

〃

大 洲 市 新谷の一部
長浜の一部

平成２６年３月３１日まで
〃

地籍調査
〃

四国中央市 寒川江之元
金砂町平野山の一
部
金生町山田井の一
部
土居町上野の一部
新瀬川の一部
馬立の一部
三島金子の一部
川之江町の一部
土居町上野の一部
新瀬川の一部

平成２６年３月３１日まで
〃

〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃

〃

〃
〃
〃

数値情報化
〃
〃
〃

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地
法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

（仮称）マックスバリュ久
万ノ台店

松山市久万ノ台４８０ 生活環境保持の見地からの意見はなし。 店舗周辺地域の生活環境の保持（交通安全を含
む）の見地から、開店時間は早くとも午前９時
以降とし、閉店時間は遅くとも午後９時までと
すべきである。

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４４０
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�愛媛県告示第６６５号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡松野町大字豊岡４７５７の１、４７６１の１、４７６１の３、４７６９

から４７７８まで、４７８０から４７８４まで、４７８５の１

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び松野町役

場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第６６６号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和５６年５月３０日農林水産省告示第７９９号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び松野町役

場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第６６７号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成４年２月１５日農林水産省告示第２４８号（一に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び鬼北町役

場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６６８号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成５年１月２２日農林水産省告示第６９号（一に係るものに限る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び鬼北町役

場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６６９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２５年５月３１日から６月１３日まで

�愛媛県告示第６７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

東 温 市 明河の一部
滑川の一部
松瀬川の一部
北方の一部
河之内の一部
滑川の一部
明河の一部
北方の一部

平成２６年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃

数値情報化
〃
〃

松 前 町 北黒田の一部
北川原の一部
筒井の一部
南黒田の一部

平成２６年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃 （概況調

査）

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号
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�愛媛県告示第６７１号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年５月３１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第６７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２５年５月３１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

�������
�愛媛県告示第６７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年５月３１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

退 任

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年５月３１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉川菊間線
今治市菊間町浜２８７７番から

同町浜２８６６番まで

旧 ３．６～４．１ ０．０３３

新 １０．４～１０．５ ０．０３３

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

準学校法人松山ビジネ
スカレッジ（松山歯科
衛生士専門学校）

松山市一番町一丁目４
番地１

介護職員初
任者研修に
関する課程

平成２５年
５月２０日

〃 武 智 邦 典 伊予市宮下１８３０番地

〃 佐 川 秀 紀 伊予郡砥部町万年６１０番地

〃 三 好 晶 夫 松山市石手白石甲４２番地３

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 矢 野 幸 夫 松山市馬木町１４３番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 須 賀 素 臣 松山市馬木町９３番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
伊予郡松前町大字北川原字西開８７７番６から

同字８９４番１０地先まで
平成２５年５月３１日

〃 〃
伊予郡松前町大字北川原字原端９５１番８から

同字９５１番９まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 向 井 明 伊予市本郡５１１番地２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１１号

平成２５年５月２２日
伊予郡松前町大字鶴吉字幸殿３７５番１及び３７７番１

伊予郡松前町大字鶴吉３４３番地

佐 伯 荒 太

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

初動捜査支援システム 一式

� 購入物品名及び数量

仕様書による。

� 購入物品の内容等

仕様書による。

� 納入期限

�愛媛県告示第６７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４３２１番２から

同町宇和川４３２６番３まで

旧 １２．９～１６．７ ０．０７２

新 １３．３～１９．３ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷２９６４番から

同町大谷３１４９番まで

旧 ３．４～７．０ ０．４６４

新 ５．３～９．４ ０．４６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町富野川３１番１地先から

同町富野川５４番４地先まで
平成２５年５月３１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４３２１番２から

同町宇和川４３２６番３まで
平成２５年５月３１日

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号
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人事委員会規則

平成２６年２月２８日

� 納入場所

愛媛県警察本部刑事企画課及び指定する場所

� 入札方法

購入に当たっての総価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の一般競争入札に参加

する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 購入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

平成２５年７月１１日（木）午後２時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２５年７月１１日（木）午後２時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を下記の受領期間に提出

しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期間

公告の日から平成２５年７月４日（木）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： A

Supporting system for criminal Inverstigation at the initial

stage

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１１，July，２０１３

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県人事委員会規則１３－１６９
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年５月３１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

委託地

方公共

団体

機 関 職

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４４４



上島町 省略 上島町 省略

町長部局 本庁 部長 課（室）長 会計管理者

総務課長補佐（人事又は予算を担

当するものに限る。） 総務課庶

務係長 総務課財政係長

町長部局 本庁 部長 課（室）長 会計管理者

総務課長補佐 総務課庶務係長

省略 省略

省略 省略

久万高

原町

省略 久万高

原町

省略

町長部局 本庁 課長 事務局長 会計管理者 総

務課総務行政班長 総務課財政管

財班長

町長部局 本庁 課長 会計管理者 総

務課総務行政班長 総務課財政管

財班長

省略 省略

省略 省略

松前町 省略 松前町 省略

町長部局 本庁 部長 理事 課長 会計管理者

総務課長補佐 財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。） 総

務課職員係長 財政課財政係長

町長部局 本庁 部長 課長 会計管理者

総務課長補佐 財政課長補佐（予

算を担当するものに限る。） 総

務課職員係長 財政課財政係長

省略 省略

省略 省略

砥部町 省略 砥部町 省略

教育委員

会

事務局 教育長 課長 教育委員

会

事務局 教育長 事務局長

省略 省略

内子町 省略 内子町 省略

町長部局 本庁 課（室）長 会計管理者 総務課

長補佐

総務課政策調整班長 総

務課人事・給与係長 総務課財政

係長

町長部局 本庁 課（室）長 会計管理者 総務課

長補佐（人事を担当するものに限

る。） 総務課政策調整班長 総

務課人事・給与係長 総務課財政

係長

省略 省略

省略 省略

伊方町 省略 伊方町 省略

町長部局 本庁 課長 課付課長 会計管理者 総

務課総務管理室長 総務課主任

（人事を担当するものに限る。）

財政課主任（予算を担当するも

のに限る。）

町長部局 本庁 課長 課付課長 会計管理者 総

務課総務管理室長 総務課主任

（人事を担当するものに限る。）

財政課主任

省略 省略

省略 省略

省略 省略

愛南町 省略 愛南町 省略

町長部局 本庁 課（室）長 会計管理者 農業支

援センター長 総務課長補佐（人

事を担当するものに限る。） 企

画財政課長補佐 総務課職員係長

企画財政課財政係長

町長部局 本庁 課（室）長 会計管理者 農業支

援センター長 総務課長補佐

企

画財政課長補佐 総務課職員係長

企画財政課財政係長

省略 省略

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４４５



附 則

この規則は、公布の日から施行する。

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

平成２５年５月３１日 発行

愛 媛 県 報平成２５年５月３１日 第２４７４号

４４６


